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既往の懲戒処分等の年月日、砿別、程庇及び理由3
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.'頃7 その他処分を加通又は擁減すべき
(1) 加重すべき寮喚

I

(2） 軽減すべき事項
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Ⅱ 懲戒審査委員会の審査記録

’ 令和3年3月5日（金）午前9時25分～午前98*14分

| 長崎県警察本部5階警務部会議室

開催日時

開催場所
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本部勤務の警部による地方公務員法（守秘義務）違反等事案附議事項
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の
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行轤任 ’
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行為責任
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6 月 として勤務し、課長を補佐し課 事務の

あるが、

第1 既婚者でありながら、令和元年7月
頃から令和2年10月13日までの間、一

般人男|'|ﾐと不適切な異性交際をし

蕊2 令和2年2｢1271｣頃から同年1011 9

日頃までの間、 自宅や職場内等におい

て、 自己が使用するスマー|､フォンに
インストールされたソーシャルネット

ワ･一クシステムであるl_INEにかかるト

ーク機能の活用あるいは携帯電話等に

よる通話または黄料の手交承どにより

前記男性に対し、本県警察における捜

査状況、馨察関係の行政運営情報、 ｜問
人情報、警察文書等”情報を提供L、
もって、職務上期り得た秘密を漏らす

など下適切な情報の取扱いをし

第3 令和2年9月1日、知人女性と共謀

の上、携帯電話機販売店々員に対して

携帯電話機の契約に関して虚偽の申告
をして携帯電話機1台（販売価格3万
9,600円）の交付を受け、 もって人を

欺！ }て財物を交付させ
たものである。
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第1 班婚者でありながら、令和元年711頃から令和2年10月13日までの|剛、 ‐艘人ソj性

と不適切な異性交際をし
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などにより、前記男性に#･'し、本県蒋察における捜査状況、轆察関係の行政迩営情報、
0

個人傭報、馨察文蒔等の儒報を鍔供し、 もって、職務k知り得た秘密を漏らすなど下

適切な情報の取扱いをし

菊3 合【12年9月1 1 1 、 知人女性と此蝶の上、撹帯電縮機販売店々ii↓こ対して沸幣電誠

機L')契約に燗して'1f偽のH1告をして携併緬熊機17－↑ （版,'直価絡3〃9．“0円'’ の交付。

を受lナ、 もって人を卿くいて[吋絢を.焚付させ

たものである。

職員を指揮監係する’


